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旭川市社会福祉協議会
第６期『地域福祉活動計画』が完成！！

　『地域福祉活動計画』は、市社
協が策定する住民の主体的な福祉
活動を中心とした行動計画として
位置付けられています。計画期間
は５か年で、第６期は令和元年度
から令和５年度までとなっていま
す。
　一方、旭川市が策定する「地域
福祉計画」は、社会福祉法第107
条に位置付けられた計画で、旭川
市の地域福祉の推進に関する事項
を一体的に定めたものであり、高
齢者や障がい者、子ども・子育て、
健康などに関す
る地域における
各福祉計画の上
位に位置付けら
れています。

地域福祉活動計画とは

　旭川には53の地区社会福祉協議
会（以下「地区社協」）があり、
住民主体の福祉活動団体として、
地域におけるさまざまな福祉課題
の解決に取り組んでいます。各地
区社協では、地域の特性を活用し
ながら「地区社協実践計画」を策
定しています。市社協の『地域福
祉活動計画』、旭川市の「地域福

祉計画」、そして
地区社協の「実践
計画」の３つが相
互に連動しながら、
総合的に旭川にお
ける地域福祉を推
進しています。

計画の連動

　市社協では、同じ地域に暮らす
住民が集まり、地域の現状や暮ら
しの困りごと、不安、強みなどを
共有し、住民自身が「これから必
要な活動」に気づき、その実現に
向けて話し合う場として、９地区
・36回（参加者のべ1,062人）、
住民懇談会や茶話会を開催しまし
た。参加された方からは、「近所
付き合いが少なくなった」「おし
ゃべりやお茶を飲んだりする仲間
がいなくて寂しい」など人間関係
の希薄化に関するご意見や、「地域
活動の担い手、リーダーを担う人
材がいない」など、地域（町内会）
活動の縮小化に関するご意見が、
共通してあげられました。

住民懇談会・茶話会で
把握した「市民の声」

　新たな元号「令和」が５月１日からスタートしまし
た。この令和の出典は、日本最古の歌集「万葉集」か
らで、“人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ
育つ”という意味が込められています。
　奇しくも、令和元年度を初年度とする、旭川市の第
４期「地域福祉計画」、市社協の第６期『地域福祉活
動計画』の基本理念も「お互いさまの心がつむぐ　温
かな絆で結ばれた　笑顔あふれる地域づくり」と、人
と人とのつながりの重要性をうたっています。
　市社協では、第６期『地域福祉活動計画』のもと、
旭川で暮らす全ての人が住み慣れた地域で共に支えあ
い、つながり、安心して暮らしていくためのまちづく
りを行っていきますので、市民のみなさんをはじめ、
各関係機関・団体のみなさんの参加と協力をお願いし
ます。

お互いさまの心がつむぐ地域づくり

　住民懇談会や茶話会で把握した課題には、それぞ
れ相関・因果関係があることが分かりました。例え
ば、「地域活動の担い手が少ない⇒住民で楽しめる
行事が開催できない⇒隣近所を中心とした人間関係
の希薄化が進んだ」といったケースや、「便利にな
りすぎて助けあう必要がなくなった⇒近所付き合い
の必要性がなくなった⇒地域との接点がなく孤立す
る方が増加した」等です。その結果、「みんなで交
流する場や行事がますます必要」と「地域活動に参
加する人材の確保・育成がやっぱり必要」の２つが
みえてきました。

市民の声で把握した課題の相関・因果関係

　第６期『地域福祉活動計画』の基本目標「みんなで支え
合う地域福祉の推進」では、住民懇談会や茶話会でみえて
きた必要な活動に対し、地域支えあいのまちづくり推進事
業（※１）、ボランティアセンター事業（※２）などによ
り、ボランティア活動や地域福祉活動に関わる新たな担い
手の確保（人材育成）、地域のみなさんが集い交流する場
や行事を推進し、市民のみなさんが地域福祉課題に主体的
に関われる環境づくりを進めていきます。

※１：「安心見守り事業」や「ふれあいサロン事業」など、住み慣れた地域で安
心して暮らし続けられるまちづくり・福祉コミュニティの形成を目的として
います。実施主体が地区社協で、全市的な推進役が市社協です。

※２：公共性・自発性・無償性などを特徴としたボランティアの養成や、ボラン
ティアを「必要としている人」と「活動したい人」とをつなげる（コーディネー
ト）活動などを行っています。

みんなで支え合う地域福祉の推進

【応募方法】はがき・FAX・メールにて
【必要事項】①ご意見・ご感想 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
【応募締切】令和元年８月３0日㈮まで（当日消印有効）
【 応 募 先 】旭川市社会福祉協議会の５条事務所（下記参照）まで

　「社協あさひかわ」に関するご意見やご感想をお聞かせください。
ご意見・ご感想をお寄せいただいた方の中から抽選で、5名様に1,000
円分の図書カードをプレゼントします。なお、当選者の発表は発送をもっ
てかえさせていただきます。

　今回ご紹介した事業の他にも、市社協はさまざまな事業を
展開しており、第６期『地域福祉活動計画』で詳しく説明して
います。ぜひ市社協ホームページをご覧ください。

　旭川市社会福祉協議会（以下「市社協」）では、地域福祉に携わる関係者など11人により構成された策定委員会を設置し、
それぞれの立場からさまざまなご意見・提言を受け、令和元年度を初年度とする第６期『地域福祉活動計画』を作成しました。

神楽事務所旭川市社会
福祉協議会

神楽3条4丁目1-18
TEL60-1710/FAX60-1780

す ず か け地 域 福 祉
活 動 拠 点

神楽岡10条5丁目1-28
TEL60-6222/FAX60-6223

市社協ホームページ（第６期地域福祉活動計画）
http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/plan/

※ご意見・ご感想で得た個人情報は、プレゼントの抽選及び発送以外に使用しません。

図書カードをプレゼント!!

第６期『地域福祉活動計画』は、
旭川市社会福祉協議会ホームページにて
公開しています

旭 川 市 社 会 福 祉 協 議 会
社会福祉法人

【5条事務所】〒070-0035 旭川市5条通4丁目旭川市ときわ市民ホール1階

TEL23-0742/FAX23-0746
Eメール chiiki@north.hokkai.net

このページは、旭川市社会福祉協議会のページです。

社協に関して、わからない、聞いてみたいこと等
ございましたらお気軽にお問合せください。

ご意見・ご質問を募集しています！「旭川市社会福祉協議会」まで

【お問い合せ先】旭川市社会福祉協議会・地域福祉課 ☎２３-０７４２まで

住民懇談会・茶話会で集約した「市民の声」と、みえてきた「必要な活動」

安心見守り事業のようす

人間関係の希薄化高齢化の影響

活気がなくなった
商店街

みんなで交流する場や行事がますます必要！！
地域活動に参加する人材の確保・育成がやっぱり必要！！

空き家・空き部屋
の増加

地域（町内会）活動
の縮小化

地域で見守れなく
なった子育て住民で楽しむ行事

共同募金運動期間
１０月１日～１２月３１日

このページは、
赤い羽根共同募金の
助成を受けています

基本理念：お互いさまの心がつむぐ  温かな絆で結ばれた  笑顔あふれる地域社会づくり

基本目標❶ みんなで支え合う地域福祉の推進

基本目標❸ いきいきと暮らせる生活環境づくりの推進

基本目標❷ くらしを支える地域福祉施策の推進

基本目標❹ 安定的、継続的な法人運営基盤づくり

※基本理念と基本目標❶～❸は、第４期旭川市地域福祉計画と共有しています。


